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１．背景と目的

１）背景

（１）はじめに

人口減少や高齢化の進行に伴う税収の減少、社会保障費の増加などにより厳しい財政状

況が続く中、公共施設等を取り巻く環境や公共施設に求められるニーズは大きく変化して

います。鳥取県が保有する公共施設及び土木インフラは高度経済成長期を中心に多数整備

されており、今後、それらの老朽化に伴い維持管理費用の増加が懸念されます。

こうした課題を解決するため、鳥取県では「鳥取県公共施設等総合管理計画（案）平成

28 年 3 月 鳥取県」や「鳥取県インフラ長寿命化計画（行動計画）－社会経済活動の維持

と発展を支える社会基盤の戦略的な長寿命化対策－平成 28 年 3 月 鳥取県」を策定し、適

切な維持管理による機能確保と施設の長寿命化実現に努めています。

（２）琴浦町におけるトンネル維持管理の課題

琴浦町で管理するトンネルは、町道倉坂福永線に位置する赤松倉坂トンネルのみです。

本トンネルは、平成３１年３月に農道から町道へ移管された路線に位置しており、共用

から９年が経過しています。

また、共用年数は浅いトンネルですが、山梨県笹子トンネル天井板崩落事故（2012 年 12

月）等の事故を契機に、維持管理の必要性・重要性が再認識されている中で、適切な維持

管理に努めることが課題となっています。

２）目的

上記の背景を鑑みて、琴浦町では赤松倉坂トンネルの安全性・信頼性を持続して保持で

きるよう、従来の「事後保全」から軽微な損傷段階で対策する「予防保全」に転換し、第

三者被害の早期解消（社会的リスクの軽減）を図る目的で５年間の「琴浦町道路トンネル

長寿命化修繕計画」を策定することとしました。
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２．対象トンネル概要

１）トンネル諸元

琴浦町で管理する赤松倉坂トンネルの諸元を以下に示します。

●トンネル位置図

（資料引用：国土地理院電子地形図）

赤松倉坂トンネル

L=180m
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●トンネル諸元

トンネル名称 赤松倉坂トンネル
あかまつくらさか

トンネルの分類 山岳トンネル工法

路線名 町道 倉坂福永線 トンネル工法 上下半同時併進工法

所在地 東伯郡琴浦町倉坂～福永 トンネル等級 D

完成年月日 2011年 11月 1日 供用年月日 2012/12/8

幅

員

道路幅 8.5m

竣工巻立

アーチ 30、35cm

車道幅 片側：0.5+3.0 2車線 側 壁 30、35cm

歩道等幅 0.75+0.75=1.5m インバート 40、45cm

高

さ

建築限界高 4.7m

半 径

アーチ 437cm

中央高 5.92m 側 壁 874cm

有効高 4.7m インバート 1034cm

線

径

縦断勾配 下り 2.092％
坑 門

起 点 面壁型：L=0.8m

直線区間 L=180m 終 点 面壁型：L=0.7m

曲線区間 なし
付属物 照 明 39個

舗装 コンクリート系 t=0.25m

標準断面図

起点側:倉坂側

終点側:福永側
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３．管理基本方針

１）点検の種類

琴浦町では、トンネル定期点検を実施し、道路トンネルの健全性を詳細に把握すること

としています。

・トンネル定期点検

道路トンネル定期点検要領に基づき、点検を実施します。

①近接目視やハンマーによる打音・触診検査などにより変状・異常の状態の確認。

②本体及び附属物の取付に対し、５年に１回の点検を基本とする。

③利用者被害のある変状を確認した場合は、軽微なものについては、点検作業の範囲内で

できる応急処置を実施する。

２）トンネル定期点検での点検箇所・着目箇所

トンネル定期点検では、「トンネル本体工」及び「トンネル内附属物の取付状態」の確認

を行います。赤松倉坂トンネルの点検箇所・着目点は「道路トンネル定期点検要領」によ

り、以下のとおりとなります。

図3.1 トンネル点検箇所（本体工・附属物）
出典）道路トンネル定期点検要領 P.17（H31.4鳥取県県土整備部 道路企画課）

※トンネル内附属物は、取付状態の確認を行う。

赤枠は、赤松倉坂トンネル

における該当箇所です。



5

トンネル点検における主な着目点は「道路トンネル定期点検要領（H31.4 鳥取県県土整

備部 道路企画課）」（以下トンネル点検要領）に記載されており、以下のとおりとなります。

表 3.1 トンネル本体工着目箇所
出典）道路トンネル定期点検要領 P.20（H31.4鳥取県県土整備部 道路企画課）
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表3.2 トンネル本体工主な着目点と留意事項
出典）道路トンネル定期点検要領 P.21（H31.4鳥取県県土整備部 道路企画課）
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表3.3 トンネル内附属物着目箇所
出典）道路トンネル定期点検要領 P.54（H31.4鳥取県県土整備部 道路企画課）
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３）健全性の診断

トンネルの変状は、下表の判断区分に従って分類します。

●トンネル本体

表3.4 対策区分の判定（本体工）
出典）道路トンネル定期点検要領 P.4（H31.4鳥取県県土整備部 道路企画課）

●トンネル内附属物

表3.5 対策区分の判定（附属物）
出典）道路トンネル定期点検要領 P.53（H31.4鳥取県県土整備部 道路企画課）

区 分 定 義

Ⅰ 健全 道路トンネルの機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
道路トンネルの機能に支障が生じていないが、予防保全の

観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
道路トンネルの機能に支障が生じる可能性があり、早期に

措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
道路トンネルの機能に支障が生じている、又は生じる可能

性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。
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４．点検結果

１）点検結果総括

赤松倉坂トンネルに主に見られる、うき、はく離、剥落は、施工時の充填不良等で骨材

が不安定化し生じたものと判断されます。これらの変状が観られる箇所は、点検時に叩き

落としによる処置を実施済みで、ほとんどの変状箇所が処置後は「Ⅰ：健全」の状態と判

断されました。

漏水（にじみ）箇所がアーチ部と側壁に観られました。点検判定の目安によるとアーチ

に生じた浸出（にじみ）は健全性「Ⅱ：予防保全段階」に区分されます。これは、現時点で

は利用者の安全性にはほとんど影響はありませんが、将来的に舗装面に滞水を生じ、路面

凍結等で利用者の安全を損なう可能性があるためです。

横断目地部に段差が観られました。周辺に顕著なひび割れや目地モルタルの落下等が観

られないため、段差は施工時の型枠の沈下や早期脱型等によるものと判断しました。よっ

て、外力による変状ではないため、健全性「Ⅰ：健全」であると判断します

また附属物については、照明のボルトのゆるみはありましたが、締め直しを行い利用者

被害の恐れがなくなったため、×判定はありませんでした。

●点検結果一覧

表4.1 点検結果一覧

●状況写真

・うき、剥離、剥落

トンネル名 延長
変状区分

本体工判定区分 附属物

（×）

赤松倉坂ト

ンネル
180

Ⅳ Ⅲ Ⅱ

外力 0スパン 0スパン 0スパン

0箇所材質劣化 0箇所 0箇所 ９箇所

漏水 0箇所 0箇所 ８箇所

うき：叩き落とし処置前 叩き落とし処置後
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・漏水（浸出：にじみ）

・段差

・附属物（照明）

アーチに生じた浸出（にじみ） 側壁に生じた浸出（にじみ）

横断目地部の段差

LED 灯 ナトリウム灯
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５．長寿命化修繕改革方針

１）長寿命化修繕計画の流れ

本計画は、社会的リスクの軽減を目的として、定期点検結果から管理水準の決定、対策

費用の算出、対策実施時期の決定を行います。本計画の計画時期は一般的なメンテナンス

サイクルである５年間とします。

図5.1 長寿命化計画の流れ

定期点検の結果

管理水準の決定

次回以降点検計画の策定

社会的リスクの軽減

道路トンネル長寿命化修繕計画策定

補修計画・補修工事の実施

次回点検の実施

対策計画の策定

・対策工法選定

・概算工事費算出
対策が不要な箇所



12

また、道路トンネル長寿命化修繕計画は、５年に１回実施する定期点検等の結果を踏ま

え、ＰＤＣＡのスパイラルアップによる対策方針や工事対象範囲の見直しなど、継続的な

改善を行っていきます。

図5.2 長寿命化のスパイラルアップ

出典）鳥取県インフラ長寿命化計画（行動計画）－社会経済活動の維持と発展を支える

社会基盤の戦略的な長寿命化計画－平成 28年 3月 鳥取県
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２）管理水準の決定

本計画では、道路トンネル定期点検要領より利用者被害の懸念が高くなる「Ⅲ判定」を

管理基準とし、Ⅲ範囲定以上の変状箇所を補修対象とします。

表5.1 対策判定区分表と管理水準

※管理水準とは

道路トンネルを管理する水準で、トンネル定期点検の結果を受けて対策を行うか否かの指標とする水

準のことです

定期点検の結果、赤松倉坂トンネルにおけるⅢ判定変状はありません。浮きがあった箇

所は、点検時にたたき落とし等措置済みで健全度はⅠとなっています。

３）補修工法選定

管理水準（Ⅲ判定）に達している箇所が確認されていないので、現段階では補修は必要

ありません。

４）対策費用の算出

管理水準に達している箇所が確認されていないので、補修費用は０円となります。

区 分 定 義

Ⅰ 健全 道路トンネルの機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
道路トンネルの機能に支障が生じていないが、予防保全の

観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
道路トンネルの機能に支障が生じる可能性があり、早期に

措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
道路トンネルの機能に支障が生じている、又は生じる可能

性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 補 修
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６．今後の維持管理計画

赤松倉坂トンネルの維持管理は以下のようなフローで実施します。

図6.1 今後の管理フロー

上記フローより、当該トンネルではⅠ、Ⅱ判定のみ確認されていることから次回点検に

て確認する予定です。

今後点検結果を踏まえて要対策変状が発生した場合は、順次応急対応等補修工事を実施

していく予定です。

ト ン ネ ル 点 検

点検対象

次 回 点 検

本体工 施設・設備

・トンネル本体工

（付属物の取付）
・照明設備

点検結果

補修設計、補修工事

『Ⅰ』

『Ⅱ』

（〇）

『Ⅲ、Ⅳ』

（×） 耐用年数

更新設計、更新工事

以

内

間近

点検結果

異
常
な
し

多数の異常あり
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赤松倉坂トンネルにおける次回点検までの維持管理計画は下記のとおりです。

本トンネルは、2019 年度に定期点検を実施済みで、次回点検は 2023 年を予定しています。

2019 年度点検で確認された要対策変状は見られませんでしたが、日々の維持管理等実施

し、適切な管理に努めていきます。

表6.1 今後５年間の維持管理計画

・新技術の活用について

定期点検や詳細調査等の実施に当たっては、新技術情報提供システム(NETIS)や点検支

援技術性能カタログ(案)などを参考に新技術の活用を検討していきます。

特に、「AI を活用した画像解析」技術について積極的に活用を検討し、現場作業（交通

規制）の短縮や結果とりまとめ作業の効率化を図り、コスト縮減を目指します。

例：「画像診断サービス ひびみっけ」【BR010024-V0222】

・集約化・撤去について

赤松倉坂トンネルは、町内農業用ダム施設へのアクセス道になっており、重要な役割

を担っていることから集約化・撤去は望ましくない施設であると考えています。

しかし、今後維持管理の負担増が見込まれることから、状況の変化に柔軟に対応し今

後も計画の見直しを行っていきます。

７．おわりに

琴浦町では、今回策定した「道路トンネル長寿命化修繕計画」に基づき、より効果的で

効率的な維持管理を行い、安全性の確保に努めてまいります。

トンネル名
実施時期

2019 2020 2021 2022 2023
赤松倉坂

トンネル
定期点検

長寿命化修繕

計画策定

定期点検

（2巡目）
概算費用

（百万円）
2.1

tanaka-c
四角形
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今後も５年に１回の定期点検によりトンネルの健全性を把握し、その結果に基づき長寿

命化計画の見直しを継続的に行ってまいります。

【担当部署】

琴浦町建設住宅課

電話：55-7804


